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特定計量器の修理事業における計量法の遵守について（通知） 

 

計量行政の推進につきまして、日頃から格別の御理解・御協力をいただき、厚

くお礼申し上げます。 

今般、埼玉県内、岐阜県内等において、検定証印等が付されている特定計量器

の修理に関し、計量法第４９条第１項に規定されている検定証印等の除去がなさ

れていなかった事案が確認されました。 

また、大阪府内、福岡県内等において、必要な修理事業の届出がなされていな

かった事案も確認されています。 

貴連合会におかれましては、日頃から質量計の定期検査等を通じ、適正な計量

の実施にご尽力いただいているところですが、今般の事案の発生を機に、改めて

会員事業者等に計量法令が遵守されますよう、周知・啓発等の御対応をよろしく

お願いします。 
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